
都 市 計 画 提 案 制 度 の 手 続 き の 流 れ

事前相談（事前相談書（様式１）の提出）

弥富市都市計画提案制度に関する手続要領
第５条第３項の説明

土地所有者等への計画素案の説明

提案要件及び提案書類の確認
提案者の要件
・土地の所有者または借地権者（以下「土地所有者等」という。）
・まちづくりＮＰＯ法人、公益法人その他の営利を目的としない団体
・独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
・まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
提案の要件
・提案区域面積が 0.5ha 以上の一団の土地
・都市計画法に基づく都市計画に関する基準及び方針に適合
・提案区域内土地所有者等の３分の２以上の同意（人数かつ面積）
を得ている

計画提案の受理
・要件を備えている場合は提案書類を受理
・書類等に不備がある場合は補正

計画提案の審査（都市計画決定（変更）の必要性について判断）
関係機関協議
・愛知県と協議
・その他関係行政機関と協議
弥富市都市計画提案評価委員会

都市計画決定（変更）が必要と判断

法定手続開始
市の都市計画原案作成

↓
公聴会・説明会の開催

↓
都市計画案の公告・縦覧

↓
弥富市都市計画審議会へ付議・議決

↓
都市計画の決定（変更）

都市計画決定の必要がないと判断

弥富市都市計画審議会へ意見聴取

↓適 ↓不適

都市計画の決定 評価委員会
（変更）をせず にて再評価

結果を提案者に通知 提案者に決定（変更）の必要がない
理由を通知

※ フロー中の は、提案者に関する事項

書類の提出


